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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
六
号 

 
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
度
公
害
防
止
主
任
者
資
格
認
定
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

講
習
の
区
分
、
実
施
期
間
、
実
施
場
所
、
実
施
方
法
及
び
予
定
人
員 

                          

   

水
質
関
係 

大
気
関
係 

区 
 

 

分 

令
和
四
年
二
月
二
十

二
日
（
火
）
、
同
月

二
十
四
日
（
木
）
、

同
月
二
十
五
日
（
金
）

及
び
、
令
和
四
年 

令
和
四
年
二
月
九
日

（
水
）
、
同
月
十
五

日
（
火
）
、
同
月
十

六
日
（
水
）
及
び
令

和

四

年

三

月

一

日

（
火
）
か
ら
令
和
四

年
三
月
八
日
（
火
）

ま
で 

         

実 

施 
期 

間 

対
面
で
の
実
施 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
四
丁
目
十
三

番
十
八
号 

埼
佛
会
館
多
目
的
ホ
ー 

対
面
で
の
実
施 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
四
丁
目
十
三

番
十
八
号 

埼
佛
会
館
多
目
的
ホ
ー

ル 令
和
四
年
二
月
九
日

（
水
）
、
同
月
十
五
日

（
火
）
及
び
同
月
十
六

日
（
水
） 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
で

の
実
施 

令
和
四
年
三
月
一
日

（
火
）
か
ら
令
和
四
年

三
月
八
日
（
火
）
ま
で 

  

実 

施 

場 

所 

実 

施 

方 

法 

  

百
三
十

五
人 

二
百
三

十
五
人 

予
定
人
員 



 

 

                                  

    

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係 

        

騒
音
・
振
動
関
係 

 

令
和
四
年
二
月
九
日

（
水
）
、
同
月
十
七

日
（
木
）
、
同
月
十

八
日
（
金
）
及
び
令

和

四

年

三

月

三

日

（
木
）
か
ら
同
月
十

日
（
木
）
ま
で 

令
和
四
年
二
月
一
日

（
火
）
、
同
月
三
日

（
木
）
、
同
月
四
日

（
金
）
及
び
同
月
二

十
一
日
（
月
）
か
ら

令
和
四
年
三
月
一
日

（
火
）
ま
で 

三
月
九
日
（
水
）
か 

ら
同
月
十
六
日
（
水
） 

ま
で 

       

対
面
で
の
実
施 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
四
丁
目
十
三

番
十
八
号 

埼
佛
会
館
多
目
的
ホ
ー

ル 令
和
四
年
二
月
九
日

（
水
）
、
同
月
十
七
日 

対
面
で
の
実
施 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
四
丁
目
十
三

番
十
八
号 

埼
佛
会
館
多
目
的
ホ
ー

ル 令
和
四
年
二
月
一
日

（
火
）
、
同
月
三
日
（
木
）

及
び
同
月
四
日
（
金
） 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
で

の
実
施 

令
和
四
年
二
月
二
十
一

日
（
月
）
か
ら
令
和
四

年
三
月
一
日
（
火
）
ま

で ル 令
和
四
年
二
月
二
十
二

日
（
火
）
、
同
月
二
十

四
日
（
木
）
及
び
同
月 

二
十
五
日
（
金
） 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
で

の
実
施 

令
和
四
年
三
月
九
日

（
水
）
か
ら
同
月
十
六

日
（
水
）
ま
で 

 

   

百
三
十

五
人 

      

百
三
十

五
人 

 



        

二 

講
習
の
区
分
、
科
目
及
び
合
計
時
間
数 

 
 

（
木
）
及
び
同
月
十
八

日
（
金
） 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
で

の
実
施 

令
和
四
年
三
月
三
日 

（
木
）
か
ら
同
月
十
日

（
木
）
ま
で 

 

  

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係 

  

騒
音
・
振
動
関
係 

  

水
質
関
係 

大
気
関
係 

区 
 
 
 
 

分 

一 

公
害
概
論 

二 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
法
規 

三 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
防
止
技
術 

四 

測
定
技
術 

一 

公
害
概
論 

二 

騒
音
及
び
振
動
関
係
法
規 

三 

音
及
び
振
動
の
性
質 

四 

騒
音
及
び
振
動
の
防
止
技
術 

五 

測
定
技
術 

一 

公
害
概
論 

二 

水
質
汚
濁
関
係
法
規 

三 

汚
水
等
処
理
技
術
一
般 

四 

測
定
技
術 

一 

公
害
概
論 

二 

大
気
汚
染
関
係
法
規 

三 

燃
焼
・
ば
い
煙
防
止
技
術 

四 

除
じ
ん
・
集
じ
ん
技
術 

五 

測
定
技
術 

科 
 
 
 

 
 

 

目 

  二
〇 

  二
〇 

  二
〇 

二
〇 

合
計
時
間
数 



 

 

 
 

合
計
時
間
数
に
は
自
習
時
間
を
含
め
る
も
の
と
す
る
。 

三 

受
講
資
格
等 

 
イ 

講
習
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成 

 

 
 

十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
百
号
）
第
九
十
七
条
第
一
項
の
表
の
中
欄
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 

ロ 

受
講
希
望
者
数
が
講
習
の
予
定
人
員
を
上
回
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
属
す
る
工
場
又
は
事 

 
 

 
 

業
場
に
お
け
る
公
害
防
止
主
任
者
及
び
そ
の
代
理
者
の
選
任
状
況
等
を
勘
案
し
、
受
講
者
を 

 

 
 

決
定
す
る
。 

四 

提
出
書
類 

 

イ 

公
害
防
止
主
任
者
資
格
認
定
講
習
受
講
申
込
書 

 

ロ 

公
害
防
止
実
務
経
験
証
明
書 

 

ハ 

工
場
又
は
事
業
場
の
概
要
書 

五 

提
出
書
類
の
受
付
期
間
、
提
出
場
所 

 

イ 

持
参
の
場
合 

 
 

(1) 

受
付
期
間 

 
 

 
 

令
和
四
年
一
月
十
一
日
（
火
）
か
ら
一
月
二
十
四
日
（
月
）
の
九
時
三
十
分
か
ら 

 
 

 

十
五
時
三
十
分
ま
で 

 
 

(2) 

提
出
場
所 

 
 

 
 

大
気
関
係
の
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
環
境
部
大
気
環
境
課
ま
で 

 
 

 
 

水
質
関
係
、
騒
音
・
振
動
関
係
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
環 

 
 

 

境
部
水
環
境
課
ま
で 

 

ロ 

郵
送
の
場
合 

 
 

(1) 

受
付
期
間 

 
 

 
 

令
和
四
年
一
月
十
一
日
（
火
）
か
ら
一
月
二
十
四
日
（
月
）
ま
で 

 
 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
大
気
環
境
課
又
は
埼
玉
県
環
境
部
水
環
境
課
宛
の
簡
易
書
留
に
よ
る
こ 

 
 

 

と
。
な
お
、
一
月
二
十
四
日
（
月
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。 

 
 

(2) 

提
出
場
所 

 
 

 
 

大
気
関
係
の
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
環
境
部
大
気
環
境
課
ま
で 

 
 

 
 

水
質
関
係
、
騒
音
・
振
動
関
係
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
関
係
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
環 

 
 

 

境
部
水
環
境
課
ま
で 

六 

受
講
申
込
書
の
交
付 

 
 

申
込
手
続
き
が
終
了
後
、
受
講
申
込
書
を
交
付
す
る
。 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
七
号 

 
飯
能
市
か
ら
飯
能
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
上
里
店 

 
 

 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
字
南
稲
塚
千
九
百
九
十
八
番
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

代
表
取
締
役 

横
山
英
昭 

 
 

 
 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号 

第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
四
年
八
月
四
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
五
百
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
八
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
四
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

七
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ 

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｌ 

吹
上 

 
 

 

埼
玉
県
鴻
巣
市
袋
九
十
番
地
の
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ロ
ピ
ア 

代
表
取
締
役 

高
木
勇
輔 

 
 

 
 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
南
幸
町
二
丁
目
九
番
地 
外 

計
十
一
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ロ
ピ
ア 

代
表
取
締
役 

高
木
勇
輔 

 
 

 
 

 
 

 

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
南
幸
町
二
丁
目
九
番
地 

外 
計
十
五
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
九
月
十
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ 

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｌ 

吹
上 

 
 

 

埼
玉
県
鴻
巣
市
袋
九
十
番
地
の
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
〇
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
一
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
四
年
二
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ロ
イ
ヤ
ル
プ
ロ
草
加
谷
塚 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
谷
塚
上
町
四
百
七
十
八
―
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

中
山
正
明 

 
 

 
 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
堂
島
浜
二
丁
目
一
番
二
十
九
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

中
山
正
明 

 
 

 
 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
堂
島
浜
二
丁
目
一
番
二
十
九
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
四
年
八
月
十
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
五
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
○
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
○
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

五
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

オ
ー
ケ
ー
新
座
店
新
築
工
事 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
北
野
三
丁
目
百
二
十
一
番
地
三
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
店
舗
保
有
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
田
中
銀
一 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三
番
六
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

オ
ー
ケ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

二
宮
涼
太
郎 

 
 

 
 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
み
な
と
み
ら
い
六
丁
目
三
番
六
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
四
年
八
月
十
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

二
千
二
百
六
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
五
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
四
月
十
七
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
十
二
月
八
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

山
田
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

比
企
郡
滑
川
町 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内
の
う
ち
秩
父
市
の
一
部(

四
十
二
・
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル)
 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
加
須
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

加
須
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
撮
影
、
写
真
地
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

加
須
市
全
域(

百
三
十
三
・
三
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
十
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
管
内
の
う
ち
秩
父
市
の
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
標
高
デ
ー
タ(

地
図
情
報
レ
ベ
ル
一
〇
〇
〇
、
一
メ
ー
ト
ル
メ
ッ
シ
ュ)

） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
一
部
、
深
谷
市
一
部
、
本
庄
市
一
部
、
上
里
町
一
部 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
朝
霞
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

朝
霞
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

朝
霞
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
二
十
三
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

昌 

行 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

大
谷
本
郷
さ
い
た
ま
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

上
尾
市
大
字
中
新
井
字
北
原
三
三
三
番
九
地

先
か
ら
同
市
大
字
中
新
井
字
北
原
三
三
三
番

一
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

六
・
二
二
～
八
・
五
五 

六
・
二
二
～
六
・
二
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
七
・
二
九 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

      

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
二
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
の
結
果
に

関
す
る
報
告
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 

山 
 

 

彰 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

間 

嶋 

順 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

木 

裕 

介 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小
久
保 

憲 

一 



令和３年度第２回定期監査結果の報告について 
 

 監査委員は、地方自治法（以下「法」という。）第 199 条第１項、第２項及び第４項並

びに埼玉県監査基準（以下「基準」という。）に基づき次のとおり監査を実施した。 

 監査の結果について、法第 199 条第９項及び基準第 15 条第１項に基づき報告する。 

 

１ 監査等の種類 

  定期監査（基準第３条第１項第１号） 

 

２ 監査の対象 

（１）対象事務 

   令和２年度、令和３年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管

理及びその他の事務の執行 

（２）対象機関 

   地域機関 44 機関（別紙「監査対象機関」のとおり） 

（３）実施期間 

   令和３年８月 23 日～令和３年 10 月 17 日 

 

３ 監査の着眼点 

・ 財務に関する事務の執行の監査は、当該事務の執行が適正で経済的、効率的で効  

 果的かどうかを主眼とする。 

・ 経営に係る事業の管理の監査は、当該事務に係る財務に関する事務の執行のほか、 

 会計経理の処理が合理的かつ能率的に行われているかどうかを主眼とする。 

・ 監査対象機関の事務の執行等についての監査は、法令等に従って適正処理されて 

 いるかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成 

 果を上げているかなど、経済性、効率性、有効性の観点を主眼とする。 

 

４ 監査の実施内容 

 基準第８条に基づく実施計画を策定するとともに、同第９条ないし第 13 条の規定

を踏まえて監査を実施した。 

 

５ 監査結果 

 今回報告分の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の

執行は、監査を実施した範囲において、おおむね適正であることを確認した。 

 

 なお、個別の事務事業に関して、是正又は改善が必要と認められる事項は次のとお

りである。 

 

 



（１）指摘事項 なし 

 

＜参考：指摘事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正又は改善が必要 

   と認められるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が必 

   要と認められるもの 

 

（２）注意事項 １件（１機関） 

番号 部局 機関 概      要 

1 

教育委員会 上尾高等学校 令和２年度に実施した「散水用水中ポンプ取替修繕」

について、予定価格が 50 万円以上にもかかわらず、予

定価格調書を作成していなかったことは不適切であった。 

 

＜参考：注意事項＞ 

  事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

  ア 事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正又は改善が必要と認め

られるもの 

  イ 事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必要

と認められるもの 

  



別紙 

 

 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

総務部 さいたま県税事務所、春日部県税事務所、自動車税事務所、自動車税事務

所大宮支所、自動車税事務所熊谷支所、自動車税事務所所沢支所、自動車

税事務所春日部支所 

県民生活部 パスポートセンター、パスポートセンター川越支所、パスポートセンタ

ー春日部支所、消費生活支援センター、消費生活支援センター熊谷 

福祉部 埼玉学園 

保健医療部  朝霞保健所 

産業労働部 中央高等技術専門校 

農林部 加須農林振興センター、春日部農林振興センター、川越家畜保健衛生所、 

農村整備計画センター 

県土整備部  朝霞県土整備事務所、東松山県土整備事務所、杉戸県土整備事務所 

都市整備部 越谷建築安全センター 

企業局 地域整備事務所、地域整備事務所北部支所、庄和浄水場、水道整備事務

所、水道整備事務所鴻巣支所 

教育委員会 南部教育事務所、熊谷図書館、上尾高等学校、上尾南高等学校、岩槻高

等学校、越生高等学校、春日部高等学校、春日部工業高等学校、春日部

女子高等学校、熊谷商業高等学校、熊谷農業高等学校、庄和高等学校、

鷲宮高等学校、特別支援学校大宮ろう学園、春日部特別支援学校、特別

支援学校さいたま桜高等学園 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
四
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
埼
玉
県
知
事
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
か
ら
監
査
の
結
果
に
よ
り
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 
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和
三
年
十
二
月
十
七
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１  監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 

監査結果の公表年月

日（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

県民生活部 共助社会づ

くり課 

令和3年10月8日 

（第250号） 

令和２年度アクティブシニアの社会参加支援事業補助金について、

規則で定めている補助事業者からの変更交付申請書の徴取及び変更交

付決定通知書の交付を行わないまま、支出負担行為の変更を行ったこ

とは不適切であった。 

再発防止のため、補助金業務を中心に主幹級以下の職員に対して出納員

が財務に関する研修を実施し、特に予算の流れとの関連について周知徹底

を図った。また、自己検査チェックリストに項目を追加して活用し、複数

の目で確認することによりミスの防止に努める。 

危機管理防災

部 

危機管理課 令和3年10月8日 

（第250号） 

令和２年度に締結した「令和２年度埼玉県震災対策行動計画策定調

査業務委託」について、執行伺を作成していなかったことは不適切で

あった。 

再発防止のため、所属内の全職員に監査結果及び経緯等を周知するとと

もに、次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 契約進行管理チェックシートを活用し、グループリーダーが手続の漏

れや事務の進捗の確認を行うよう改めて徹底した。 

２ また、契約事務を担当したことがない職員も遺漏なく財務規則に沿っ

た手続きを行えるよう、チェックシートを担当内で共有し、複数の目で

チェックすることとした。 

３ 書面による財務研修（全員参加）を実施し、財務に関する知識の向上

を図ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



農林部 森づくり課 令和3年10月8日 

（第250号） 

債権管理簿の記載について、過去の監査や会計実地検査において、

記載漏れ等について指導されていたにもかかわらず、是正されずに金

額の誤りや記載漏れが複数見られたことは、管理体制として不適切で

あった。 

監査から注意を受けた内容を各管理職・各グループリーダーに対し課内

会議で認識させるとともに、全職員にも周知した。また債権管理簿の記帳

整理をより正確に徹底するため以下のとおり改善することとした。 

なお、債権管理簿の金額の誤りと記載漏れについては関係書類を突合し、

７月末日までに記帳整理した。 

１ 債権管理簿の記載方法が担当ごとにばらばらであったため、課内の取

扱いを統一し、記入要領を作成した。 

２ 債権管理簿への記帳整理は原則、調定時に実施することとした。 

３ 実施している財務事務の自己検査時に担当ラインだけでなく総務担当

や所属長もチェックし複数で確認を徹底することとした。 

会計管理者 出納総務課 令和3年10月8日 

（第250号） 

県収入証紙の紛失について、埼玉県財務規則第215条の規定に基づ

く事故報告を行わなかったのは不適切であった。 

速やかに事故報告書を作成、提出するとともに、再発防止のため、証紙

出納簿と証紙在庫枚数に差異が生じた際の事務手続についてフロー図を作

成し、証紙事務担当者マニュアルに追加し、今後事故が発生した際に事務

手続に漏れが発生しないよう担当内に周知した。 

併せて、証紙の取扱手順を見直し、必要な紛失防止措置をとることにつ

いてもマニュアルに明記し、周知した。 

会計管理者 出納総務課 令和3年10月8日 

（第250号） 

令和２年度に締結した「令和２年度公用車安全運転実技研修」につ

いて、契約金額が50万円以上にもかかわらず、請書その他これに類

する書類を相手方から徴取していなかったのは不適切であった。 

再発防止に向けて、監査結果を全職員に周知するとともに、以下の取組

を実施した。 

財務に関するチェックシート（契約編）を活用し、契約時に必要な書類

の徴取漏れがないように複数人によるチェックを徹底することとした。 

 

 

 

 



教育委員会 保健体育課 令和3年10月8日 

（第250号） 

令和２年度に締結した「埼玉県学校安全総合支援事業委託」につい

て、執行伺を作成していなかったことは不適切であった。 

再発防止のため、所属内の全職員に監査結果及び経緯等を周知するとと

もに、次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 課の出納員による全職員を対象とした財務研修を実施することとした。 

２ 執行伺の作成漏れを防ぐため、支出負担行為決議書の決裁時に必ず執

行伺の起案書を添付させ、執行伺が作成済であることを確認することと

した。 

３ 自己検査のチェック項目に「執行伺の作成は漏れていないか」の確認

欄を追加し、複数職員によるチェックを徹底することとした。 

教育委員会 教職員採用

課 

令和3年10月8日 

（第250号） 

令和２年度に締結した「令和３年度埼玉県公立学校教員採用選考試

験等適性検査採点処理業務委託単価契約」について、契約内容に個人

情報の取扱いが含まれるにもかかわらず、「個人情報の取扱いに関す

る誓約書」に係る事項について定めておらず、当該誓約書の写しを受

注者に提出させていなかったことは不適切であった。 

再発防止のため、所属内の全職員に監査結果及び経緯等を周知するとと

もに、次の取組により適正な事務処理を図ることとした。 

１ 課の出納員による全職員を対象とした財務研修を実施することとした。 

２ 個人情報の取扱いが含まれる他の契約について、「個人情報の取扱い

に関する誓約書」に係る事項を定め、誓約書の写しの提出を受けている

か再度確認をした。 

３ 契約書及び仕様書に基づいて受託者に提出を求める書類とその提出期

限を記した一覧表を受注者に示すこととした。 

また、「提出書類チェックリスト」を作成し、必要書類の提出漏れを

防止することとした。 
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